
環境厚生委員会資料
健 康 福 祉 部
令和８年６月２５日・２６日

１．条例案

1・・・（青少年家庭課）
島根県一時保護委託者の登録等に関する基準
を定める条例

第８４号議案

2・・・（子ども・子育て支援課）
島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する
基準を定める条例等の一部を改正する条例

第８５号議案

２．一般事件案

4・・・（健康福祉総務課）
専決処分事件の報告及び承認について［関係分］
《令和７年度島根県一般会計補正予算（第１３号）》

承認第３号議案

4・・・（健康福祉総務課）
専決処分事件の報告及び承認について
《令和７年度島根県立島根あさひ社会復帰促進セン
ター診療所特別会計補正予算（第４号）》

承認第４号議案

4・・・（健康福祉総務課）
専決処分事件の報告及び承認について
《令和７年度島根県国民健康保険特別会計補正予算
（第４号）》

承認第５号議案



３．予算案

7・・・（健康福祉総務課）令和８年度島根県一般会計補正予算（第１号）［関係分］第７７号議案

４．報告事項

10・・・（健康福祉総務課）中東情勢の変化に係る影響について（１）

11・・・(医療政策課)
新たな地域医療構想の策定及び保健医療計画の中間見直しに
ついて

（２）

13・・・(医療政策課)病床数適正化緊急支援事業について（３）

14・・・
令和７年度介護・障がい福祉人材の確保・定着に関する実態調査結果について

（高齢者福祉課、障がい福祉課）（４）

33・・・(青少年家庭課)令和７年度における女性相談等の実施状況について（５）

38・・・（子ども・子育て支援課）令和７年合計特殊出生率等について（６）

39・・・(子ども・子育て支援課)令和８年度放課後児童クラブの状況（速報値）について（７）

40・・・（障がい福祉課）
障がい者就労継続支援事業所における平均工賃月額の実績
について

（８）

41・・・（障がい福祉課）障がい者就労施設等からの物品等の調達について（９）



【第 84 号議案】 

 

島根県一時保護委託者の登録等に関する基準を定める条例 

 

１．条例制定の理由 

一時保護は児童相談所長が必要と判断した場合に実施できることとされているが、令和７年の児童福祉法の改正により、その委託先

について、これまでの児童養護施設や里親などのほか、都道府県知事が条例で定める基準に適合した登録施設に対しても委託ができる

こととなった。 

この登録等の最低基準について、本年３月に公布された内閣府令で定める基準に沿って、条例を制定する必要がある。 
 

２．条例の概要 

 ⑴ 児童の権利及び行動の制限の禁止（従うべき基準、参酌すべき基準） 

・正当な理由なく児童の権利制限をしてはならないこと。 

・児童の行動を制限してはならないこと。 

・国籍、信条、社会的身分等による差別的取扱いをしてはならないこと。 

⑵ 虐待等の禁止（従うべき基準） 

・児童に対する虐待行為その他児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならないこと。 

 ⑶ 児童対象性暴力等の防止（従うべき基準） 

   ・児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するため、必要な措置を講じなければなら

ないこと。 

⑷ 自動車を運行する場合の児童の所在確認（従うべき基準） 

   ・児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼等の方法による児童の所在確認を行うこと。 

⑸ 児童の権利擁護（従うべき基準） 

  ・入所する児童に対し、その意見又は意向を尊重した支援を行う体制を整備しなければならないこと。 

⑹ その他登録等に関する基準（従うべき基準、参酌すべき基準）  

・居室等の設置 ・職員の体制 ・食事の提供 ・生活、教育、学習等の支援体制 ・秘密保持等 
 

３．施行期日 

   令和８年１０月１日 

令和 8 年 6 月 25 日・26 日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健康福祉部青少年家庭課 

1



 

【第85号議案】                                  

 

 

島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

 

１．条例改正の理由 

  次の条例について、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の改正に伴い、職員の配置基準等について所要の改正を行う必要が

ある。 

 

 施設種別 条例の名称 

ア 児童福祉施設 島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

イ 幼保連携型認定こども園 島根県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

ウ 

幼稚園型認定こども園   

保育所型認定こども園 

地方裁量型認定こども園 

 

島根県認定こども園の認定要件に関する条例 

エ （共通） 島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例 
 

 

２．条例改正の概要 

⑴ 理学療法士等の専門人材の活用（１のア、イ、ウが該当） 

保育所及び認定こども園における保育士等の職員の配置基準について、当該保育所及び認定こども園に勤務する理学療法士等であ   

って、子育てに関する知識及び経験を有するものを、１人に限り、保育士等とみなすことができるとすること。 

  

令 和 ８ 年 ６ 月 2 5 日 ･ 2 6 日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健康福祉部子ども・子育て支援課 
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⑵ 主務保育教諭等の職の創設（１のイ、ウが該当） 

認定こども園において、主務保育教諭(注１)及び主務養護教諭(注２)の規定を追加すること。 

（注１）主務保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどり、並びに命を受けて認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭 

その他の職員間における総合的な調整を行う職。 

（注２）主務養護教諭は、園児の養護をつかさどり、並びに命を受けて認定こども園の教育及び保育の活動に関し保育教諭その他の 

職員間における総合的な調整を行う職。 

⑶ 学級編成基準の改正（１のイ、ウが該当） 

認定こども園において、満３歳以上の学級編制の基準を、原則35人以下から原則30人以下に引き下げること。 

⑷ 所要の経過措置の設定（１のイ、ウが該当） 

⑶については、令和14年３月31日までは、なお従前の例によることができるとすること。 

⑸ ３歳児配置基準の経過措置の終期設定（１のエが該当） 

保育所及び認定こども園における満３歳以上満４歳未満の幼児及び園児に係る保育士等の職員の配置基準について、おおむね15人

につき１人以上の職員を置くこととされているが、当分の間、おおむね20人につき１人以上とすることができるとする特例の適用期

限を、令和10年３月31日までとすること。 

⑹ その他規定の整理（１のア、イ、ウ、エが該当） 

 

基本的に従うべき基準であるが、１のウに定める施設のうち、幼稚園型認定こども園については⑴、⑵、⑸、地方裁量型認定こど

も園については⑴、⑸が参酌基準となる。 

 

３．施行期日 

公布の日 
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【承認第３号議案・承認第４号議案・承認第５号議案】

１．一般会計 　(単位:千円)

事業費 一般財源 事業費 一般財源 事業費 一般財源

健 康 福 祉 総 務 課 2,719,151 2,426,570 0 0 2,719,151 2,426,570

地 域 福 祉 課 3,701,909 3,380,415 ▲ 26,100 ▲ 8,700 3,675,809 3,371,715

医 療 政 策 課 11,927,154 8,104,402 ▲ 10,241 1,171 11,916,913 8,105,573

健 康 推 進 課 21,168,838 19,620,044 0 0 21,168,838 19,620,044

高 齢 者 福 祉 課 18,776,248 14,418,693 ▲ 89,940 ▲ 2,181 18,686,308 14,416,512

青 少 年 家 庭 課 3,515,776 2,205,939 ▲ 28,346 ▲ 2,760 3,487,430 2,203,179  

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 課 10,233,152 9,515,717 0 0 10,233,152 9,515,717  

障 が い 福 祉 課 12,479,047 10,238,218 ▲ 56,152 ▲ 272 12,422,895 10,237,946

薬 事 衛 生 課 974,985 730,762 ▲ 6,344 ▲ 3,172 968,641 727,590

健 康 福 祉 部 計 85,496,260 70,640,760 ▲ 217,123 ▲ 15,914 85,279,137 70,624,846

２．特別会計 　(単位:千円)

事業費 一般財源 事業費 一般財源 事業費 一般財源

島根県立島根あさひ社会復帰
促進センター診療所特別会計

253,811 0 906 0 254,717 0

島根県国民健康保険特別会計 62,034,718 0 ▲ 179,445 0 61,855,273 0

島根県母子父子寡婦福祉資金
特 別 会 計

486,717 0 0 0 486,717 0

会　　　　計　　　　名
補正前の額 補　　正　　額 補正後の額

令和７年度補正予算（令和８年３月31日専決処分）　　

補　　正　　額 補正後の額補正前の額
課　　　　　　　　　名

（　健　康　福　祉　部　）　　

令 和 ８ 年 ６ 月 25 日 ･ 26 日

環 境 厚 生 委 員 会 資 料

健康福祉部健康福祉総務課
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議　　案　　事　　業　　名 国　庫 分・負・寄 使・手 県　債 その他 一般財源

85,496,260 ▲ 217,123 85,279,137 ▲ 156,409 0 0 ▲ 44,800 0 ▲ 15,914

3,701,909 ▲ 26,100 3,675,809 0 0 0 ▲ 17,400 0 ▲ 8,700

1 被災者への支援事業費 26,428 ▲ 26,100 328

11,927,154 ▲ 10,241 11,916,913 ▲ 11,412 0 0 0 0 1,171

1 へき地等の医療機関を支援する事業費 85,342 ▲ 8,631 76,711

2 風水害震災時の医療体制整備費 32,855 ▲ 1,610 31,245

3 一般職給与費 319,749 0 319,749

18,776,248 ▲ 89,940 18,686,308 ▲ 80,159 0 0 ▲ 7,600 0 ▲ 2,181

1 福祉人材確保・育成事業費 2,568,968 ▲ 68,102 2,500,866

2 高齢者施設等の防災・減災対策推進事業費 100,888 ▲ 15,016 85,872

3 社会福祉施設等災害復旧費 25,650 ▲ 6,822 18,828

3,515,776 ▲ 28,346 3,487,430 ▲ 24,186 0 0 ▲ 1,400 0 ▲ 2,760

1 ＤＶ被害者等保護事業費 42,537 0 42,537

2 施設入所児童支援事業費 1,359,003 ▲ 17,877 1,341,126

3 里親委託児童支援事業費 193,178 ▲ 7,272 185,906

4 子どもと家庭特定支援事業費 622,525 ▲ 3,197 619,328

5 一般職給与費 1,026,455 0 1,026,455

12,479,047 ▲ 56,152 12,422,895 ▲ 37,480 0 0 ▲ 18,400 0 ▲ 272

1 障がい者施設等整備事業費 149,931 ▲ 46,863 103,068

2 社会福祉施設等災害復旧費 12,150 ▲ 9,289 2,861

974,985 ▲ 6,344 968,641 ▲ 3,172 0 0 0 0 ▲ 3,172

1 感染症の医療体制整備事業費 264,342 ▲ 6,344 257,998

・一時保護所運営費

・里親措置事業　▲5,981　　　・里親支援センター事業　▲1,291

・児童相談所一時保護事業　▲1,751　　　・出雲児童相談所移転・新築事業　▲1,446

青少年家庭課

障がい福祉課

薬事衛生課

・一般職員　33人

・へき地診療所運営費補助

・介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業

・地域介護・福祉空間等施設整備交付金

・災害派遣医療チーム（DMAT）体制整備（防災訓練等参加支援）

　　課　　名
補正前の額 補正額

健　　康　　福　　祉　　部

地域福祉課

補正後の額
補　正　額　の　財　源　内　訳

・災害援護資金貸付金事業

■令和７年度補正予算（令和８年３月31日専決処分）　課別事業別一覧（一般会計）
（単位：千円）

・老人福祉施設災害復旧事業

医療政策課

高齢者福祉課

・一般職員　135人

・児童養護施設措置事業　▲11,952　　　・乳児院措置事業　▲2,478
・児童心理治療施設措置事業　▲1,787　　　・自立援助ホーム入所委託事業　▲304
・わかたけ学園関係事業　142

・障がい者福祉施設等整備事業

・感染症指定医療機関運営費

・障がい者福祉施設等災害復旧事業
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議　　案　　事　　業　　名 国　庫 分・負・寄 使・手 県債 その他 一般財源

253,811 906 254,717 906 0 0 0 0 0

1 予備費 74,955 ▲ 9,223 65,732

2 一般会計繰出金 0 10,129 10,129

議　　案　　事　　業　　名 国　庫 分・負・寄 使・手 県債 その他 一般財源

62,034,718 ▲ 179,445 61,855,273 ▲ 189,280 0 0 0 9,835 0

1 保険給付費等交付金 51,856,004 ▲ 157,449 51,698,555

2 後期高齢者支援金 7,329,403 0 7,329,403

3 介護納付金 2,158,530 0 2,158,530

4 特別高額医療費共同事業拠出金 158,189 ▲ 21,996 136,193

補　正　額　の　財　源　内　訳

■令和７年度補正予算（令和８年３月31日専決処分）　会計別事業別一覧（特別会計）
（単位：千円）

補正後の額
補　正　額　の　財　源　内　訳

島根県立島根あさひ社会復帰促進センター診療所特別会計

・予備費

・一般会計繰出金

　会計名
補正前の額 補正額

・保険給付費等交付金

・後期高齢者支援金

・介護納付金

・特別高額医療費共同事業拠出金

島根県国民健康保険特別会計

（単位：千円） 

　会計名
補正前の額 補正額 補正後の額
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【第77号議案】

一般会計 　(単位:千円)

事業費 一般財源 事業費 一般財源 事業費 一般財源

健 康 福 祉 総 務 課 2,832,398 2,487,582 0 0 2,832,398 2,487,582

地 域 福 祉 課 1,146,185 965,633 0 0 1,146,185 965,633

医 療 政 策 課 11,277,834 7,310,551 43,643 14,547 11,321,477 7,325,098

健 康 推 進 課 21,957,521 20,536,680 109,124 0 22,066,645 20,536,680

高 齢 者 福 祉 課 14,930,103 13,738,805 78,000 78,000 15,008,103 13,816,805

青 少 年 家 庭 課 4,863,295 2,454,888 0 0 4,863,295 2,454,888  

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 課 10,408,340 9,846,665 0 0 10,408,340 9,846,665  

障 が い 福 祉 課 11,911,964 9,833,894 0 0 11,911,964 9,833,894

薬 事 衛 生 課 908,697 710,272 0 0 908,697 710,272

健 康 福 祉 部 計 80,236,337 67,884,970 230,767 92,547 80,467,104 67,977,517

令和８年度６月補正予算案

補　　正　　額 補正後の額補正前の額
課　　　　　　　　　名

 　　（　健　康　福　祉　部　）　　

令 和 ８ 年 ６ 月 25 日 ･ 26 日

環 境 厚 生 委 員 会 資 料

健康福祉部健康福祉総務課
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議　　案　　事　　業　　名 国　庫 分・負・寄 使・手 県　債 その他 一般財源

80,236,337 230,767 80,467,104 138,220 0 0 0 0 92,547

11,277,834 43,643 11,321,477 29,096 0 0 0 0 14,547

1 地域医療の連携推進費 31,863 43,643 75,506

21,957,521 109,124 22,066,645 109,124 0 0 0 0 0

1 ８０歳２０本の歯推進事業費 5,238 109,124 114,362

14,930,103 78,000 15,008,103 0 0 0 0 0 78,000

1 介護保険制度施行支援事業費 143,301 78,000 221,301

健康推進課

高齢者福祉課

医療政策課

・医療・介護等支援パッケージ事業

・高齢者施設等への物価高騰対策支援事業

・災害時等歯科保健医療提供体制整備事業

健　　康　　福　　祉　　部

■令和８年度６月補正予算案　課別事業別一覧（一般会計） （単位：千円） 

　　課　　名

補正前の額 補正額 補正後の額

補　正　額　の　財　源　内　訳
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【６月補正（健康福祉部所管分）】 

補 正 項 目 

 （単位:千円） 

№ 事 業 名 予算額 説      明 所管課 

 

１ 

 

病院の生産性向上に

対する支援事業 

 

43,643 

 

業務効率化や職場環境改善などの生産性向上の取組を進める病院に対し、ＩＣＴ機器の

導入等を支援する予算を増額 

［助成対象者］病院 

［助成率］4/5 

［助成上限額］8,000 万円 

［負担割合］国 2/3・県 1/3 

 

 

医療政策課 

 

２ 

 

災害時等歯科保健医

療提供体制整備事業 

 

109,124 

 

 災害時等における歯科保健医療提供体制を確保するため、国事業を活用し、歯科巡回診

療に必要な車両及び器具・器材の整備や、人材養成のための研修等を支援 

［事業実施主体］島根県歯科医師会 

 ［負担割合］国 10/10 

 

 

健康推進課 

 

３ 

 

高齢者福祉施設エネ

ルギーコスト削減対

策緊急支援事業 

 

78,000 

 

 エネルギー価格高騰の影響を受けている社会福祉法人等が取り組むエネルギーコスト削

減効果が高い設備投資等への支援について、申請状況を踏まえて予算を増額 

［助成率］1/2 

［助成額］20～300 万円 

 

 

高齢者福祉課 
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中東情勢の変化に係る影響について 

 

１．県が把握している状況 

県から医療機関、高齢者施設等に聞き取りした状況では、ナフサ由来製品等について、次のとおり入手しにくくな

っている状況や、価格の上昇が見られる。 

⑴ 医療物資等 

・医療用手袋、シリンジ等に発注制限や納期の遅れがあるが、不足している状況ではない。（病院） 

・医療用手袋、手術用ガウン等は、入荷しにくい状況ではあるが、現時点で数量制限は設けていない。 

軟膏容器、分包紙は、入荷しにくくなっているが、逼迫している状況にはない。（医薬品卸） 

 

⑵ 医療物資等以外のもの 

 ・ポリ袋、ラップ類等が値上がりしており、コスト上昇の懸念がある。（病院） 

 ・ビニール製手袋、ごみ袋等のプラスチック製品の入手が難しくなっている。 

  建築資材の納期の遅れや価格高騰の懸念がある。（高齢者施設、障がい者施設、保育所等） 

 

２．国の対応 

⑴ 相談・情報提供窓口の設置 

  ・医薬品、医療機器及び医療物資等の供給について、医療機関、製造販売業者等向けの窓口を設置 

・専門チームにおいて、安定供給に不安のある品目の課題を把握し、流通の目詰まりを解消 
 

⑵ 医療用手袋の備蓄の放出 

   ［県内の状況］6/12現在 

病院１箇所 診療所22箇所 歯科診療所24箇所 訪問看護事業所６箇所 薬局１箇所 計155,000枚（最大） 

 

⑶ 医療関係及び薬局団体や医療機器及び医薬品関係団体等へ「前年同量」「通常通り」の供給・発注を要請 

令和８年６月 25 日・26 日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

健康福祉部健康福祉総務課 
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新たな地域医療構想の策定及び保健医療計画の中間見直しについて 

 

１．新たな地域医療構想の策定 

⑴ 現行の地域医療構想（平成28年10月策定） 

・ 平成26年の医療介護総合確保推進法において、都道府県は、将来的な医療需要を踏まえた「地域医療構想」を医療計画の

一部として策定することを規定 

・ 団塊の世代が全て75歳以上となる2025年（令和７年）に向け、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの質・量の変化を

見据え、医療機関の機能分化・連携を進め、良質かつ適切な医療を効率的に提供できる体制の確保が目的 

⑵ 新たな地域医療構想 

・ 85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年（令和22年）に向けて、令和８年度から新たな地域医療構想を策定 

・ 病床のみならず、入院・外来・在宅医療、介護との連携を含む将来の医療提供体制全体の構想とする 

・ 地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化し、在宅医療や介護との連携等への参画を求める 

・ 新たに位置づけられた精神医療については、国において令和８年度内を目途に検討が進められていることから、県では

来年度以降に別に策定を行う予定 

 

２．保健医療計画の中間見直し 

⑴ 概要 

・ 医療法に基づく「医療計画」であるとともに、 「健康増進計画（健康長寿しまね推進計画）」、「健やか親子しまね計画」及

び「島根県感染症予防計画」を包含 

⑵ 計画期間 

・ 令和６年～令和11年（６年間） 

⑶ 中間見直し 

・ 医療法において、３年ごとに調査、分析及び評価を行い、必要がある場合は変更することと規定 

・ 本年度が現行計画の中間年にあたることから、数値目標やこれまでの取組状況を評価し、一部数値目標項目の新規設定

や時点修正等、必要に応じて見直しを実施 

令和８年６月25日・26日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

健 康 福 祉 部 医 療 政 策 課 
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３．今後のスケジュール 

  １ 新たな地域医療構想の策定（※） ２ 保健医療計画の中間見直し 

令和８年 ８月頃～ 医療審議会（骨子案の審議） 

環境厚生委員会へ報告 

医療審議会（数値目標の達成状況等の審議） 

環境厚生委員会へ報告 

 12 月頃～ 医療審議会（必要病床数の審議） 

環境厚生委員会へ報告 

医療審議会（計画素案の審議） 

環境厚生委員会へ報告 

令和９年 １月  法定意見照会、パブリックコメントの実施 

 ３月頃～ 医療審議会（構想素案の審議） 

環境厚生委員会へ報告 

環境厚生委員会へ報告（計画最終案） 

医療審議会（計画最終案の諮問・答申） 

策定・公表 

  法定意見照会、パブリックコメントの実施  

  環境厚生委員会へ報告（構想最終案） 

医療審議会（構想最終案の諮問・答申） 

 

  策定・公表  

  ※ 精神医療については、令和９年度以降、上記スケジュールとは別に行う予定 
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病床数適正化緊急支援事業について 

１．事業概要 

  令和７年 12 月に成立した医療法等の一部を改正する法律にて、都道府県が地域の実情を踏まえ医療機関の病床削減を支援す

る事業が創設され、厚生労働省は、令和７年度補正予算にて「病床数適正化緊急支援事業」として本事業に係る予算を措置 

 （令和７年度国補正予算額：3,490 億円）。 

対象医療機関 令和７年 12 月 16 日から令和９年３月 31 日までの間に病床（一般・療養・精神）を削減する医療機関 等 

給 付 単 価 4,104 千円／床、休床の場合 2,052 千円／床 

申 請 期 間 令和８年６月末〆で第１回の申請受付を開始（以降３～４か月間隔で複数回募集） 

国 が 示 す 

主 な 要 件 

 以下の場合においては、圏域の地域医療構想調整会議等での合意が必要 

① 現に患者が入院している病床を削減する場合 

② 病床数をあわせて 100 床以上削減をする場合 

③ 入院を受け入れていない、削減により受け入れを停止、削減により廃院する医療機関の場合  等 

④ その他、都道府県において議論が必要と認める場合 

※ 今回は、経常赤字等の経営状況に係る要件はなし 

予 算 県の予算措置はなし（厚生労働省の決定する基金管理団体を通じて医療機関へ給付金を支給） 
 

２．県における実施方針（令和８年度第１回医療審議会において意見聴取、承認） 

  医療機関が本事業を活用して病床を減らそうとする場合、圏域の地域医療構想調整会議等で削減について議論し、合意が 

得られることを要件とする。 

  ⑴ 前回の病床数適正化支援事業（令和６年度国補正）では、県独自の要件として「休床・非稼働状態が１年以上継続している

こと」を設定（前回は、圏域での議論を行う時間的余裕がないことも踏まえ設定） 
 
  ⑵ 今回の国の要件では、「④その他、都道府県において議論が必要と認める場合」が認められていることから、これまでの経

緯を踏まえ、他の要件に関わらず、圏域での議論と合意を要件として設定 （現在の病床機能再編支援事業（基金事業）も圏域

での合意が必要） 
 

３．今後のスケジュール 

  国のスケジュールにあわせ、交付申請書の受付・審査や圏域での議論など所要の手続を実施 

令和８年６月25日・26日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

健 康 福 祉 部 医 療 政 策 課 
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令和７年度介護・障がい福祉人材の確保・定着に関する実態調査結果について 
 

１．調査の目的 

県内の介護・障がい福祉現場における人材の確保の実態や就労動向等を把握し、その結果をもとに、介護・障がい福祉人

材の確保・定着の現状・課題を整理し、今後求められる施策等について考察を行う。 

 

２．調査の概要 

 ⑴ 介護分野の施設・事業所 

①調査期間 令和７年11月6日～11月28日 

②対  象 1,132事業所 

③回  答   844事業所（有効回答率：74.6％） 

 

 ⑵ 障がい分野の施設・事業所 

①調査期間 令和７年11月6日～11月28日 

②対  象   833事業所 

③回  答   672事業所（有効回答率：80.7％） 

  

令和８年６月2 5日・2 6日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健康福祉部高齢者福祉課 
健康福祉部障がい福祉課 
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３．調査結果の概要〔介護分野〕 

⑴ 職員の年齢構成〔介護分野〕 

介護分野における職員の構成比を年齢階層別にみると、正規職員では40代が最も多く、次いで50代が多い状況にある。

また、50代以上の職員が35.7％と高い割合となっており、今後の定年退職を見据えた人材確保が課題となっている状況が

うかがえる。 

   また、非正規職員においても60歳以上が５割を超えるなど、高齢層の職員が介護職員の大きな割合を占めている。 

 

11.8%

(591)

3.7%

(138)

21.0%

(1,049)

9.8%

(360)

31.5%

(1,573)

16.2%

(598)

25.9%

(1,297)

16.7%

(613)

6.9%

(345)

16.4%

(602)

2.9%

(144)

37.2%

(1,370)

正規職員

(4,999人)

非正規職員

(3,681人)

20代以下 30代 40代 50代 60～64歳 65歳以上

【介護職員】

【年齢階層別構成割合（介護職員）】 
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⑵ 過去１年間の採用状況〔介護分野〕 

過去１年間の介護職員にかかる事業所側の求人数に対して実際に採用できた人数の割合は56.6％となり、令和４年度調

査の65.3％と比べて8.7ポイント低下した。令和４年度調査と異なり、過去１年間の採用人数（976人）が離職者数（1,076

人）を下回ったことから、令和４年度調査時と比較して、人材確保がより困難になっていると考えられる。 

【過去１年間の事業所側求人数と実際の採用人数（介護職員）】 

 

 

1,724 

976 

1,076 

1,817 

1,187 

1,148 

0人 500人 1000人 1500人 2000人

R7調査

(n=844)

R4調査

(n=948)

（回答事業所の積み上げ人数）

事業所側求人数

事業所側求人数

採用できた人数

採用できた人数

【参考】過去1年間の自己都合による離職者数

【参考】過去1年間の自己都合による離職者数

56.6％ 

65.3％ 

 

1,000 人 1,500 人 2,000 人 500 人 0 人 
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⑶ 人材確保の現状〔介護分野〕 

人材確保の現状に対する実感については、「やや確保しにくい」「確保しにくい」と回答した割合を合わせると約９割に

達していることから、依然として人材確保が困難な状況が続いていることがうかがえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人材確保の現状についての実感（人材確保全般）】 

5.6% (46)

4.7% (43)

16.4% (134)

17.9% (165)

73.5% (600)

73.2% (676)

4.2% (34)

3.8% (35)

R7(n=816)

R4(n=924)

容易に確保できる

やや容易に確保できる

確保できる

やや確保しにくい

確保しにくい

わからない

17



 

⑷ 人材確保にかかる課題〔介護分野〕 

事業所が直面する介護人材確保上の課題をみると、「求人への応募が少なく欲しい人材を選べない」が34.1％と最も多

く、次いで「必要とする職員（有資格・無資格問わず）の絶対数が確保できない」が28.8％で多かった。 

 

 

  

 

【人材確保の課題】 

 

274（34.1%）

231（28.8%）

103（12.8%）

102（12.7%）

85（10.6%）

45（5.6%）

13（1.6%）

17（2.1%）

0 50 100 150 200 250 300

求人への応募が少なく欲しい人材を選べない

必要とする職員（有資格・無資格問わ

ず）の絶対数が確保できない

必要とする有資格の職員の

絶対数が確保できない

求職者（職員）が求める賃金水準を

支払う経営的な余力がない

中堅職員が育っていない

事業所と求職者（職員）の勤務条件

（勤務日数・時間）のミスマッチ

採用後の離職率が高い

その他

（参考）Ｒ４調査（ｎ＝877）：単数回答） Ｒ７調査（ｎ＝803）：複数回答 

 

311（35.5%）

238（27.1%）

112（12.8%）

59（6.7%）

73（8.3%）

42（4.8%）

17（1.9%）

25（2.9%）
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求人への応募が少なく欲しい人材を選べない

必要とする職員（有資格・無資格問わ

ず）の絶対数が確保できない

必要とする有資格の職員の

絶対数が確保できない

求職者（職員）が求める賃金水準を

支払う経営的な余力がない

中堅職員が育っていない

事業所と求職者（職員）の勤務条件

（勤務日数・時間）のミスマッチ

採用後の離職率が高い

その他
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⑸ 過去１年間の離職状況〔介護分野〕 

過去１年間の全職種の離職者数を要因別にみると、「自己都合」が最も多く、９割を超えた。 

また、過去１年間の自己都合を理由に離職した職員の勤続年数をみると、正規職員・非正規職員ともに３年未満の割合

が約５割にのぼっており、依然として早期離職が課題となっている。 

 

 

  

 

1,410 

（91.1%）

1,539 

（93.6%）

62

（4.0%）

44 

（2.7%）

75

（4.8%）

61 

（3.7%）
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R7調査

（n=1,547）

R4調査

（n=1,644）

自己都合 定年退職 その他

【過去１年間の離職者数（要因別）】 

 

25.9% (206)

30.7% (189)

21.5% (171)

26.5% (163)

15.7% (125)

11.2% (69)

36.8% (292)

31.7% (195)

正規 (794人)

非正規(616人)

1年未満 1年以上3年未満 3年以上5年未満 5年以上

【自己都合による離職者の勤続年数別（全職種）】 
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※正規、非正規と

もに上位 10 項目

の回答を抽出 

 ⑹ 離職理由〔介護分野〕 

職員の自己都合による離職理由は、正規職員、非正規職員ともに「職場の人間関係」「健康上の理由」が上位となってい 

る。 

 一方、非正規職員では「健康上の理由」「仕事の身体的負担」「家族等の介護」が上位となっているが、３（１）にある

とおり、非正規職員の年齢構成が正規職員と比較して高齢層の職員で構成されていることが関連していると推察される。 

  

 

46.2% (175)

24.8% (94)

23.0% (87)

19.5% (74)

17.9% (68)

14.2% (54)

10.0% (38)
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介護外の業種との競合

結婚・出産・育児

ケアの考え方の相違

【非正規職員の離職理由

（複数選択３つまで）】

R7(n=379)

R4(n=489)

 

35.5%（142）

32.5%（130）

21.5%（86）

21.3%（85）

18.5%（74）

13.0%（52）

12.8%（51）

12.5%（50）

11.0%（44）

10.8%（43）

33.7%（163）

32.5%（157）

17.8%（86）

25.1%（121）

17.0%（82）

9.1%（44）

15.7%（76）

10.8%（52）

10.8%（52）

11.8%（57）

0% 10% 20% 30% 40% 50%

職場の人間関係

健康上の理由

賃金上の理由

本人の適性

仕事の身体的負担

ケアの考え方の相違

他事業所の勧誘

結婚・出産・育児

仕事へのやりがい

家族等の介護

【正規職員の離職理由

(複数選択３つまで）】

R7(n=400)

R4(n=483)
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⑺ 安定的な人材確保と事業の安定運営のために必要な取組〔介護分野〕 

人材を安定的に確保し、事業の安定運営を行っていくために取り組まなければならないと考えていることは、「賃金の改

善」が56.0％と最も高く、「事業所のＰＲ」が36.9％、「労働環境の改善」が36.4％と続いている。 

   また、令和４年度調査と比較して「労働環境の改善」「法人間連携による事務負担の軽減や経営効率化」「介護ロボット・

ＩＣＴの整備」などの割合が上昇していることから、業務負担軽減、法人間の連携、介護テクノロジー導入支援等に引き

続き取り組む必要がある。 

  

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

賃金の改善

事業所のPR

労働環境の改善

法人間連携による事務負担の軽減や経営効率化

介護ロボット・ICTの整備

経営の多角化

職場内の相談体制の整備

職場内研修等の充実

キャリアパス制度の導入・見直し等

地域との交流

その他

R7調査(n=811)

R4調査(n=927)

56.0%(454)

51.9%(481)

36.9%(299)
41.6%(386)

36.4%(295)

35.8%(332)

28.4%(230)

21.9%(203)

27.7%(225)

22.7%(210)

19.4%(157)
14.1%(131)

15.4%(125)
19.7%(183)

10.1%(82)
17.4%(161)

9.7%(79)
12.3%(114)

5.4%(44)
3.6%(33)

3.7%(30)
3.3%(31)

【安定的な人材確保と事業の安定運営のために必要な取組（複数選択）】 
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⑻ 外国人労働者の有無〔介護分野〕 

介護の仕事をしている外国人労働者のいる事業所の割合は13.8%（110事業所）であり、令和４年度調査（7.0%、65事業所）

よりも大きく増加した。国籍別では「ミャンマー」が83人で最も多い。外国人労働者の属性については、「特定技能１号」が最

も多く、次いで「技能実習」となっている。 

 

【介護の仕事をしている外国人労働者のいる事業所の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護の仕事をしている外国人労働者の国籍と人数】 

 ミャンマー インドネシア ベトナム フィリピン ブラジル 中国 その他 合計 

人数 83 74 66 42 10 ９ 14 298 

（外国人労働者属性：特定技能１号：159人、技能実習：68人、在留資格（介護）：28人、留学生：13人、ＥＰＡ：９人、 

            その他：21人） 

 

13.8%

(110)

7.0%

(65)

86.2%

(687)

93.0%

(868)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R7(n=797)

R4(n=933)

いる いない
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⑼ 人材紹介会社を利用した事業所に対する追加調査〔介護分野〕 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用したことがある

21.9%

(159)

雇用したことはない

78.1%

(566)

(n=725)

【参考：人材紹介会社を通じた雇用の有無】 

 

　２．人材紹介手数料

　　　利用したことのある事業所の８割以上が「推定年収の20％～30％」との回答で

　　　あった。　

　３．人材紹介会社利用のきっかけ

　４．自由記述

　　　・紹介手数料が高い。

　　　・返金規定の見直しが必要。

　　　・自分に合わないと思ったらすぐに辞めてしまう。

　　　・確実に働ける方を紹介してほしい。

   　 次いで「緊急で人材を確保する必要があったため（急な退職等）」が63事業所。

【追加調査概要】（n＝147）

　　　で最多。

　　　「採用活動がうまくいかなかったため（マッチングの不一致等）」が70事業所

　１．令和６年８月31日～令和７年９月１日の間に人材紹介会社を利用して採用した

　　　事業所数

当該期間に採用のなかった事業所 82
1人～4人採用の事業所 58
5人～9人採用の事業所 5
10人以上採用の事業所 2

実態調査において、「人材紹介

会社を利用して雇用した」と

回答した事業所（159）に対し、

追加調査を実施した。 
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9.5%

(225)

3.0%

(67)

20.4%

(484)

7.2%

(162)

33.3%

(789)

14.0%

(316)

27.1%

(642)

19.6%

(444)

6.3%

(150)

16.2%

(367)

3.4%

(80)

40.1%

(909)

正規職員

(2,370人)

非正規職員

(2,265人)

20代以下 30代 40代 50代 60～64歳 65歳以上

４．調査結果の概要〔障がい分野〕 

⑴ 職員の年齢構成〔障がい分野〕 

障がい分野における介護職員の構成比を年齢階層別にみると、正規職員では40代が最も多く、次いで50代が多い状況に

あるほか、50代以上の職員が36.8％と高い割合にあるため、今後の定年退職を見据えた人材確保が課題となっている状況

がうかがえる。 

また、非正規職員においても60歳以上が５割を超えるなど、高齢層の職員が介護職員の大きな割合を占めている。 

 

【年齢階層別構成割合（介護職員）】 
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802 

526 

596 

667 

538 

420 

0人 100人 200人 300人 400人 500人 600人 700人 800人 900人

R7 調査

(n=672)

R4 調査

(n=587)

（回答事業所の積み上げ人数）

事業所側求人数

事業所側求人数

採用できた人数

採用できた人数

【参考】過去1年間の自己都合による離職者数

【参考】過去1年間の自己都合による離職者数

⑵ 過去１年間の採用状況〔障がい分野〕 

過去１年間の介護職員にかかる事業所側の求人数に対して実際に採用できた人数の割合は65.6％となり、令和４年度調

査の80.7％と比べて15.1ポイント低下した。また、事業所が増加していることもあり、令和４年度調査に比べて事業所の

求人数が約1.2倍となったが、実際に採用できた人数は令和４年度調査より減少している状況や、今回の調査では過去１年

間の離職者数（596人）よりも採用できた人数（526人）が少ないなど、令和４年度調査時と比較して、人材確保がより困

難になっていると考えられる。 

 

【過去１年間の事業所側求人数と実際の採用人数（介護職員）】 

  

65.6％ 

80.7％ 

25



 

9.8% (63)

6.2% (35)

25.9% (167)

23.9% (136)

55.9% (360)

63.2% (359)

8.1% (52)

6.2% (35)

R7(n=644)

R4(n=568)

容易に確保できる

やや容易に確保できる

確保できる

やや確保しにくい

確保しにくい

わからない

⑶ 人材確保の現状〔障がい分野〕 

人材確保の現状に対する実感については、「やや確保しにくい」「確保しにくい」と回答した割合を合わせると８割を超

え、依然として人材確保が困難な状況が続いていることがうかがえる。一方で、令和４年度調査と比較すると、「確保でき

る」と回答した割合が若干増加（＋3.6ﾎﾟｲﾝﾄ）し、「確保しにくい」と回答した割合が減少（▲7.3ﾎﾟｲﾝﾄ）しており、事業

所によって人材確保の現状が異なっていることが推察される。 

 

【人材確保の現状に対する実感（人材確保全般）】 
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192（36.2%）

117（22.0%）

69（13.0%）

58（10.9%）

41（7.7%）

28（5.3%）

6（1.1%）

20（3.8%）

0 50 100 150 200 250

求人への応募が少なく事業所で欲しい人材

を選べない

必要とする職員（有資格・無資格問わず）の

絶対数が確保できない

必要とする有資格の職員の絶対数が確保で

きない

求職者（職員）が求める賃金水準を支払う経

営的な余力がない

中堅職員が育っていない

事業所と求職者（職員）の勤務条件（勤務日

数・時間）のミスマッチ

採用後の離職率が高い

その他

202（31.8%）

151（23.8%）

100（15.7%）

89（14.0%）

68（10.7%）

24（3.8%）

12（1.9%）

34（5.4%）

0 50 100 150 200 250

求人への応募が少なく事業所で欲しい人材

を選べない

必要とする職員（有資格・無資格問わず）の

絶対数が確保できない

必要とする有資格の職員の絶対数が確保

できない

求職者（職員）が求める賃金水準を支払う

経営的な余力がない

中堅職員が育っていない

事業所と求職者（職員）の勤務条件（勤務日

数・時間）のミスマッチ

採用後の離職率が高い

その他

⑷ 人材確保にかかる課題〔障がい分野〕 

事業所が直面する介護人材確保上の課題をみると、「求人への応募が少なく事業所で欲しい人材を選べない」が31.8％と

最も多く、次いで「必要とする職員（有資格・無資格問わず）の絶対数が確保できない」が23.8％で多かった。 

 

  【人材確保の課題】 

         Ｒ７調査（ｎ＝635）：複数回答        （参考）Ｒ４調査（ｎ＝531）：単数回答 
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29.8% (108)

37.7% (139)

23.8% (86)

22.8% (84)

11.0% (40)

9.2% (34)

35.4% (128)

30.4% (112)

正規 (362人)

非正規(369人)

1年未満 1年以上3年未満 3年以上5年未満 5年以上

731

（94.1%）

523

（89.7%）

16

（2.1%）

27

（4.6%）

30

（3.9%）

33

（5.7%）

0 人 100 人 200 人 300 人 400 人 500 人 600 人 700 人 800 人

R7調査

（n=777）

R4調査

（n=583）

自己都合 定年退職 その他

 ⑸ 過去１年間の離職状況〔障がい分野〕 

過去１年間の全職種の離職者数を要因別にみると、「自己都合」が最も多く、９割を超えた。 

また、過去１年間の自己都合を理由に離職した職員の勤続年数をみると、３年未満の割合が正規職員で約５割、非正規

職員で約６割にのぼっており、依然として早期離職が課題となっている。 

 

【過去１年間の離職者数（要因別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自己都合による離職者の勤続年数（全職種）】 
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※正規、非正規と

もに上位 10 項目

の回答を抽出 

34.2% (82)

33.8% (81)

29.2% (70)

25.0% (60)

17.9% (43)

15.0% (36)

12.1% (29)

9.2% (22)

7.5% (18)

5.8% (14)

31.0% (52)

33.3% (56)

25.6% (43)

20.2% (34)

11.3% (19)

11.9% (20)

12.5% (21)

11.9% (20)

11.3% (19)

6.5% (11)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

本人の適性

健康上の理由

職場の人間関係

賃金上の理由

仕事の身体的負担

他事業所の勧誘

仕事へのやりがい

家族等の介護

結婚・出産・育児

ケアの考え方の相違

【正規職員の離職理由

（複数選択３つまで）】

R7調査

(n=240)

R4調査

(n=168)

40.0% (96)

25.8% (62)

23.3% (56)

18.3% (44)

17.1% (41)

17.1% (41)

10.0% (24)

9.2% (22)

6.7% (16)

5.0% (12)

34.0% (70)

20.4% (42)

18.9% (39)

18.4% (38)

16.0% (33)

18.0% (37)

6.8% (14)

5.3% (11)

7.3% (15)

2.4% (5)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

健康上の理由

本人の適性

家族等の介護

仕事の身体的負担

賃金上の理由

職場の人間関係

他事業所の勧誘

仕事へのやりがい

結婚・出産・育児

介護外の業種との競合

【非正規職員の離職理由

（複数選択３つまで）】

R7調査

(n=240)

R4調査

(n=206)

 ⑹ 離職理由〔障がい分野〕 

職員の自己都合による離職理由は、正規職員、非正規職員ともに「健康上の理由」が上位となっており、職員の年齢構

成が高いことが影響していると考えられる。また、「本人の適性」が正規職員で最も高く、非正規職員でも上位となってい

ることは、障がい分野の特徴として挙げられる。 

そのほか、「賃金上の理由」や、「他事業所の勧誘」が正規職員、非正規職員ともに令和４年度調査に比べて増加してい

ることや、割合は低いものの、非正規職員において「介護外の業種との競合」が倍増していることから、人件費上昇によ

る他の事業所や介護外の業種への人材の流出が起きていると推察される。 
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64.5% (413)

40.6% (260)

31.9% (204)

25.2% (161)

17.2% (110)

16.6% (106)

11.9% (76)

10.8% (69)

7.8% (50)

5.5% (35)

4.7% (30)

53.5% (301)

38.0% (214)

30.7% (173)

23.4% (132)

18.5% (104)

17.9% (101)

8.7% (49)

18.1% (102)

11.7% (66)

4.3% (24)

3.9% (22)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

賃金の改善

事業所のPR

労働環境の改善

法人間連携による事務負担の軽減や経営効率化

職場内の相談体制の整備

経営の多角化

介護ロボット・ICTの整備

職場内研修等の充実

キャリアパス制度の導入・見直し等

その他

地域との交流

R7調査 (n=640)

R4調査 (n=563)

⑺ 安定的な人材確保と事業の安定運営のために必要な取組〔障がい分野〕 

人材を安定的に確保し、事業の安定運営を行っていくために取り組まなければならないと考えていることは、「賃金の改

善」が64.5％と最も高く、「事業所のＰＲ」が40.6％、「労働環境の改善」が31.9％と続いている。 

また、令和４年度調査と比較して「労働環境の改善」「法人間連携による事務負担の軽減や経営効率化」「介護ロボット・

ＩＣＴの整備」などの回答が増加していることから、障がい福祉分野の介護テクノロジー導入支援事業等を通じた支援に

引き続き取り組んでいく必要がある。 

 

【安定的な人材確保と事業の安定運営のために必要な取組（複数選択）】 
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3.0%

(18)

1.0%

(6)

97.0%

(592)

99.0%

(570)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R7(n=610)

R4(n=576)

いる いない

⑻ 外国人労働者の有無〔障がい分野〕 

   介護の仕事をしている外国人労働者のいる事業所の割合は、「いる」が 3.0％（18 事業所）であり、令和４年度調査

（1.0％、６事業所）よりも増加した。外国人労働者の総数は 33 人で、国籍別では「ミャンマー」が 18 人と最も多く、

属性については、「技能実習」と「特定技能１号」が多かった。 

 

 【介護の仕事をしている外国人労働者のいる事業所の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【介護の仕事をしている外国人労働者の国籍と人数】 

 ミャンマー インドネシア ネパール フィリピン 中国 その他 合計 

人 数 18 ６ ２ ２ ２ ３ 33 

      （外国人労働者属性：技能実習：12 人、特定技能１号：８人、在留資格（介護）：５人、留学生：４人、その他：４人） 
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【追加調査概要】（n=34） 

１．令和６年８月 31 日～令和７年９月１日の間に人材紹介会社を利用して採用した

事業所数 

 

 

 

２．人材紹介手数料 

利用したことのある事業所の９割以上が「推定年収の 20％～30％」との回答で 

あった。 

３．人材紹介会社利用のきっかけ 

   「採用活動がうまくいかなかったため（マッチングの不一致）」が９事業所で最多。 

４．自由記述 

・紹介手数料が高い。 

・福祉のことをある程度理解した人を紹介してほしい。 

・紹介手数料がかかるので手数料に見合った人材を紹介してほしい。 

・定着率が低いので入職前後の支援が課題。 

雇用したことがある

6.7%

(37)

雇用したことはない

93.3%

(517)

(n=554)

26

4

2

2

当該期間に採用のなかった事業所

１人採用の事業所

２人採用の事業所

無回答

⑼ 人材紹介会社を利用した事業所に対する追加調査〔障がい分野〕 

           

【参考：人材紹介会社を通じた雇用の有無】  

 

  

 

 

実態調査において、「人材紹介

会社を利用して雇用した」と

回答した事業所（37）に対し、

追加調査を実施した。 
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令和７年度における女性相談等の実施状況について 

 

島根県の女性相談窓口における令和７年度の実施状況は次のとおりです。 

※女性相談窓口：女性相談センター（松江）、女性相談センター西部分室（大田）、児童相談所（出雲、浜田、益田、隠岐） 

 

１．女性相談の状況 

⑴  女性相談件数（延べ件数）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○相談件数は面接相談と電話相談を合わせ 3,864 件、令和６年度に比べて 120 件（3.2％）増加。 

〇令和７年度の夫等からの暴力に係る相談は 443 件、令和６年度に比べて 87 件（16.4％）減少。 

※夫等：夫、元夫、内縁の夫 

令和 8 年 6 月 25 日・26 日 
環 境 厚 生 委 員 会 資 料 
健康福祉部青少年家庭課 

3,802
3,551 3,530

3,731
3,983

4,230
3,893

4,044 
3,744 3,864

464
496 473

517
582

615

472

611

530

443

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

件数 夫等からの暴力を主訴とするもの
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⑵  年齢別相談件数（延べ件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○年齢別相談件数では、60～64 歳が最も多く 1,201 件（31.1％）、次いで 50 歳代 686 件（17.8％）、40 歳代 533 件（13.8％）となっている。  

21 22

197

416

533

686

1,201 

439

349

0

500

1,000

1,500

18歳未満 18～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60～64歳 65歳以上 不明
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⑶  主訴別相談件数（延べ件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○主訴別では、精神的な相談をはじめとした「医療関係」が最も多く 1,171 件（30.3％）、次いで人間関係の諸問題の相談「家庭不和・ 

その他」685 件（17.7％）、「夫等からの暴力」443 件（11.5％）となっている。 

〇夫婦間の問題（「夫等からの暴力」、「離婚問題」、「夫等その他」）は 1,078 件（27.9％）となっている。 

夫等からの暴力, 

443件, 11.5%

離婚問題, 

303件, 7.8%

夫等その他の理由, 

332件, 8.6%

子ども関係, 

286件, 7.4%

親族関係, 

292件, 7.6%

交際相手からの暴力,

17件, 0.4%

交際相手その他,

95件, 2.5%
その他の者からの暴力等, 

121件, 3.1%

男女問題, 

31件, 0.8%

家庭不和・その他,

685件, 17.7%

経済関係, 

64件, 1.7%

医療関係,

1,171件, 30.3%

住居問題, 

24件, 0.6%

夫婦間の問題

1,078件,27.9%
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２．性暴力被害者支援センターたんぽぽの相談件数（延べ件数）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

○相談件数は面接相談と電話相談を合わせ 196 件、令和６年度に比べて 46 件（30.6％）増加。 

〇電話相談件数は 133 件、うち性暴力被害の相談は 85 件、その他の相談・問合せは 48 件。 

〇面接相談は 63 件、令和６年度に比べて 39 件(162％)増加。 

 

22
10 4 17

54

24 24

63

47
49 55

114

171 160

126

133

69
59 59 

131

225

184

150

196

0

100

200

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

件数

面接相談 電話相談

(6)

(42)

(39)

(33)
(19)

（ ）内 夜間休日コールセンター受付
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３．一時保護人数（実人数）の推移（同伴児(者)は含まず） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○一時保護の人数は 19 人、令和６年度に比べて 15 人(375％)増加。 

〇このうち、「夫等からの暴力」による保護人数は 10 人、令和６年度に比べて７人（233.3％）増加。 
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27

17 17

7

11
10

4

19

16
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人数

保護人数 夫等からの暴力を主訴とするもの
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令和７年合計特殊出生率等について 　【厚生労働省　Ｒ８．６．３発表】

■　合計特殊出生率、出生数の推移

■　合計特殊出生率、出生数（前年との比較） ■　 合計特殊出生率全国順位（ R5～R7）

R6 R7 R6 R7 １ 位 沖縄県 1. 60 沖縄県 1. 54 沖縄県 1. 52

確定 概数 確定 概数 ２ 位 福井県 1. 46 宮崎県 1. 46

全国 1. 15 1. 14 ▲ 0. 01 686, 173 671, 236 ▲ 14, 937 ３ 位 宮崎県 1. 43 福井県 1. 45

島根県 1. 43 1. 41 ▲ 0. 02 3, 622 3, 339 ▲ 283 ４ 位 鹿児島県 1. 48 鳥取県 1. 43 長崎県 1. 42

５ 位 熊本県 1. 47 島根県 1. 43 島根県 1. 41

全国 1. 20 1. 15 1. 14

島根県 1. 46 R5 (６位)

令 和 ８ 年 ６ 月 ２ ５ 日 ・ ２ ６ 日

環 境 厚 生 委 員 会 資 料

健 康 福 祉 部 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 課

R5 R6出生数（人）合計特殊出生率 R7

長崎県
宮崎県

増減 増減

1. 49

6,522 6,640 
6,318 

6,092 6,104 
5,697 

6,011 5,914 
5,685 5,601 5,756 

5,582 5,585 5,534 
5,359 5,551 

5,300 

5,109 

4,887 

4,594 

4,473 4,415 
4,161 

3,759 
3,622 3,339 

1.65 

（3位） 1.60 

（3位）
1.52 

（6位） 1.48 

（8位）

1.48 

（6位）

1.50 

（2位）

1.53 

（3位）

1.53 

（5位）
1.51 

（9位）

1.55 

（5位）
1.68 

（2位） 1.61 

（5位）

1.68 

（2位）
1.65 

（3位）

1.66 

（3位）

1.78 

（2位）
1.75 

（2位）
1.72 

（3位）

1.74 

（2位） 1.68 

（3位）
1.60 

（6位）

1.62

（4位） 1.57 

（4位）

1.46 

（6位）
1.43 

（5位）
1.41 

（5位）

1.36 
1.33 1.32 

1.29 1.29 
1.26 

1.32 
1.34 

1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 
1.45 1.44 1.43 1.42 

1.36 
1.33

1.30
1.26 

1.20 
1.15 1.14 

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

県出生数 県合計特殊出生率 全国合計特殊出生率
（単位：人）

(全国順位)
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１．受入児童数の拡大

Ｒ８年度 増減

（速報値） （R元→R8）

235 243 249 258 262 264 263 265 +30

9,801 10,145 10,553 11,058 11,245 11,393 11,488 11,639 +1,838

8,920 9,135 9,365 9,842 9,914 10,026 10,039 9,958 +1,038

46 80 121 180 167 +167

(9,888) (9,994) (10,147) (10,219) (10,125) (1,205)

190 157 160 131 111 140 76 55 ▲ 135

２．利用時間の延長

Ｒ８年度 増減

（速報値） （R元→R8）

175 201 210 218 222 217 213 +38

(72.0%) (80.7%) (81.4%) (83.2%) (84.1%) (82.5%) (80.4%) (注)R2→R8増減

59 75 85 92 95 99 110 104

(25.1%) (30.9%) (34.1%) (35.7%) (36.3%) (37.5%) (41.8%) (39.2%)

31 40 68 68 83 85 89 92

(13.2%) (16.5%) (27.3%) (26.4%) (31.7%) (32.2%) (33.8%) (34.7%)

３．放課後児童支援員の確保

Ｒ８年度 増減

（予定） （R元→R8）

3 7 7 8 9 9 9 10 +7

3 10 9 10 11 12 12 12 +9

197 220 209 255 247 231 203 － －

こども家庭庁（R元～R4：厚生労働省）「放課後児童クラブの実施状況調査」及び市町村への聞き取りによる

［調査時点］１,２ … 5月1日時点（令和２年度のみ7月1日時点）※R8年度は速報値　　　３ … 各年度末

令和８年度　放課後児童クラブの状況（速報値）について

Ｒ５年度 Ｒ６年度

Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

児童クラブ数（箇所）

受入可能数（定員：人）

受入児童数（人）

ほか 小規模預かり（※）

（小規模預かりを含む）

待機児童数（人）

18:30まで開所（箇所） －

区分 Ｒ元年度

（※）小規模多機能・放課後児童支援事業（R4県補助金創設）による受入児童数

資格研修実施回数

年度修了者数

+45

長期休業中の
朝7:30から開所（箇所）

+61

区分 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

19:00まで開所（箇所）

研修実施箇所数

(　)内の％は各年度の児童クラブ数に占める割合

区分 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ７年度

Ｒ７年度

Ｒ７年度

Ｒ５年度 Ｒ６年度

令 和 ８ 年 ６ 月 ２ ５ 日 ・ ２ ６ 日

環 境 厚 生 委 員 会 資 料

健康福祉部子ども・子育て支援課
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障がい者就労継続支援事業所における平均工賃月額の実績について 

１．平均工賃月額の実績 
 

 平均工賃月額 対前年度比 回答事業所数 

Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ７/Ｒ６ Ｒ６年度 Ｒ７年度 

就労継続支援Ｂ型 目標額 21,327 円 28,600 円 29,200 円 －  

142 事業所 

 

 

150 事業所 

 

平均工賃月額（旧算定※） 実績額 20,354 円 － － － 

平均工賃月額（新算定※） 実績額  28,040 円 29,506 円 32,253 円 109.3％ 

就労継続支援Ａ型（雇用型） 103,724 円 107,724 円 109,425 円 101.6％ 29 事業所 30 事業所 
 
※平均工賃月額の算定については、国から示された新たな算定方法を踏まえた見直しを実施  

・令和４年度以前（旧算定）：平均工賃月額＝支払工賃総額÷工賃支払対象者の総数 
                    →工賃支払対象者のうち、利用日数が少ない者が含まれる場合、平均工賃月額が低く算定される。 

・令和５年度以降（新算定）：平均工賃月額＝支払工賃総額÷開所日１日あたりの平均利用者数 

＜実績に対する評価＞ 

最低賃金の引き上げによる影響、事業所での営業活動や農福連携の取り組み等により、平均工賃月額が増加した。 

 

２．島根県の平均工賃月額の順位 
  

  Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

島根県 19,749 円 20,141 円 28,040 円 29,506 円 32,253 円 

全国平均 16,507 円 17,031 円 22,649 円 24,141 円 － 

島根県の全国順位 ６位 ７位 ４位 ３位 － 

 

３．県の工賃向上支援事業（新商品開発、設備整備等）の活用事業所の状況 
 

  Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

活用事業所の平均 
事業所数（累計） 

21,581 円 
（56 事業所） 

22,099 円 
（59 事業所） 

29,701 円 
（60 事業所） 

31,922 円 
（60 事業所） 

34,487 円 
（60 事業所） 

事業所の平均 19,749 円 20,141 円 28,040 円 29,506 円 32,253 円 

 

令和８年６月 25 日・26 日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

健康福祉部障がい福祉課 
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障がい者就労施設等からの物品等の調達について 

１．令和７年度までの調達実績 

    

（単位：円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

調達目標額 ― 46,000,000 ― 46,000,000 ― 46,000,000 ― 46,000,000 ― 46,000,000

実績額 486 36,710,414 584 40,672,856 578 39,435,405 658 43,083,382 615 31,076,154

前年度比 ― ― ― 110.8％ ― 97.0％ ― 109.3％ ― 72.1％

調達目標達成率 ― ― ― 88.4％ ― 85.7％ ― 93.7％ ― 67.6％

（内容別） （単位：円）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

印刷、情報処理 231 6,566,070 297 9,222,907 296 10,166,210 283 10,020,797 287 10,039,854

役 務 127 10,174,503 143 12,309,523 135 10,119,314 152 10,069,822 142 11,235,209

物 品 103 4,368,198 115 3,031,614 110 2,652,076 107 3,700,131 99 3,553,381

給食、弁当 25 15,601,643 29 16,108,812 37 16,497,805 116 19,292,632 87 6,247,710

計 486 36,710,414 584 40,672,856 578 39,435,405 658 43,083,382 615 31,076,154

Ｒ７Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

 
     （Ｒ７実績減の理由）給食提供の一部施設が、障がい者就労施設等に該当しなくなったため 

２．令和８年度の調達方針（案） 
 （１）調達目標額   34,000 千円 

    

（単位：千円）

区分 目標金額 品目の例

印刷、情報処理 10,600 各種印刷、デザイン、データ入力、テープ起こし、HP管理

役 務 12,400 クリーニング、清掃、環境整備、施設管理、文書投入・発送、調査

物 品 4,000 啓発用品、イベントグッズ、防災用品、事務用品、切手

給食、弁当 7,000 給食、食堂業務、弁当、給食パン、軽食・喫茶、菓子

計 34,000  

 （２）目標達成に向けた取組 

   ・各所属に、障がい者就労施設が提供可能なサービスや物品等の情報提供をする。 

   ・県と業務委託契約をしている事業者に、障がい者就労施設等からの物品等の調達の協力を依頼する。 

   ・各所属の調達予定物品、役務等を障がい者就労施設等へ情報提供する。 

令和８年６月 25 日・26 日 

環 境 厚 生 委 員 会 資 料 

健康福祉部障がい福祉課 
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